
 
 

 

 

第５章 

 

 

 

法令等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１）自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 

    URL：https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087 

  

（２）自転車に係る主な交通ルール（道路交通法） 

   （警察庁ホームページより） 

URL： https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/rule.html 

 

（３）東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（概要） 

URL：https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei 

 

（４）豊島区自転車の安全利用に関する条例 

平成 24 年 7 月 10 日 

条例第 30 号 

（目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用を促進するため、豊島区（以下「区」という。）、 

自転車利用者、関係団体等の責務を明らかにし、それぞれがその責務を果たす 

ことにより、自転車利用者の運転マナー及び交通安全意識の向上を図ることで 

自転車に関する事故を防止し、もって交通安全の推進に寄与することを目的と 

する。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 自転車 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第２条第１項第 11 号の２に規定す 

る自転車をいう。 

(2) 自転車の安全利用 自転車の安全運転、交通事故防止に関する知識の習得、定期 

的な点検整備、事故に備えた保険等への加入その他の自転車を安全に安心して利 

用することをいう。 

(3) 自転車利用者 自転車を利用する者をいう。 

(4) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 

(5) 関係団体 交通安全協会、町会、自治会、商店会その他交通安全に関する活動を行 

う団体をいう。 

(6) 学校 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校、同法第１２４ 

５．法令等 

162

https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC1000000087
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/rule.html
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei


条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定する各種学校をいう。 

 

（区の責務） 

第３条 区は、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。 

(1) 自転車の安全利用に関する意識の啓発及び自転車の事故防止 

(2) 自転車の安全利用に関して警察署、関係団体等が行う活動の支援及び協力 

(3) 前２号に掲げるもののほか、自転車の安全利用に関する事業の推進 

 

（自転車利用者の責務） 

第４条 自転車利用者は、歩行者、特に障害者、高齢者、乳幼児等の通行に配慮をしなが 

ら、自転車の安全利用に努めなければならない。 

２ 自転車利用者は、区、警察署、関係団体等が行う自転車の安全利用に関する施策 

に協力するとともに、これらが行う事業に積極的に参加するよう努めなければな 

らない。 

３ 自転車利用者は、その利用する自転車について定期的に点検し、必要な整備を行 

うよう努めなければならない。 

４ 自転車利用者は、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令等（法律及びこ 

れに基づく命令並びに条例をいう。以下同じ。）の規定を遵守するとともに、次 

の各号に掲げる事項を励行し、自転車の安全利用に努めなければならない。ただ 

し、法令等により当該各号の規定に対する例外が認められている場合は、この限 

りでない。 

(1) 道路を通行する際には、車道の左側の端に寄って通行すること。 

(2) 路側帯の通行が認められている場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と 

方法で進行すること。 

(3) 自転車に乗ったまま歩道を通行することが認められている場合には、歩道の中央 

から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げないようにすること。 

(4) 酒気を帯びて運転しないこと。 

(5) 他の自転車と並進しないこと。 

(6) 前後輪のブレーキや前照灯を備えていない自転車を運転しないこと。 

(7) 東京都公安委員会が定める自転車の乗車人員を遵守すること。 

(8) 交差点を通行するときは、信号や一時停止の道路標識等を遵守し、徐行を心掛ける 

とともに、安全の確認を行うこと。 

(9) 傘を差すなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。 

(10) 携帯電話その他携帯機器を保持して通話、操作、又は注視しながら運転しないこ 

と。 

(11) ヘッドホン等で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえないような状 

態で運転しないこと。 
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(12) たばこを吸いながら運転しないこと。 

(13) 夜間においては、前照灯を点灯し運転すること。 

(14) 歩行者の通行の頻繁な商店街等の区域内を通行するときは、必要に応じて自転車 

を押して歩くよう努めること。 

(15) 公共の場所に自転車を放置しないこと。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、通勤又は事業活動のために自転車を利用する従業員等に対して、自転 

車の安全利用に関する意識の啓発に努めなければならない。 

２ 事業者は、区及び警察署が行う自転車の安全利用の促進に関する取組に協力する 

よう努めなければならない。 

 

（関係団体の責務） 

第６条 関係団体は、自転車利用者に対して、自転車の安全利用に関する意識の啓発に努 

めなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、関係団体について準用する。 

 

（自転車小売業者の責務） 

第７条 自転車の小売を業とする者（以下「自転車小売業者」という。）は、自転車の販 

売に当たっては、自転車を購入しようとする者に対して、自転車の点検整備の必 

要性など適切な助言を行うよう努めなければならない。 

２ 第５条第２項の規定は、自転車小売業者について準用する。 

 

 （自転車貸付業者の責務） 

第８条 自転車の貸付けを業とする者（以下「自転車貸付業者」という。）は、その借受 

人に対して、自転車の安全利用に関する意識の啓発に努めなければならない。 

２ 自転車貸付業者は、自転車の貸付けに当たっては、当該自転車について定期的に 

点検し、必要な整備を行うよう努めなければならない。 

３ 第５条第２項の規定は、自転車貸付業者について準用する。 

 

（学校の責務） 

第９条 学校は、幼児、児童又は生徒に対し、その発達段階に応じ自転車の安全利用に関 

する教育を実施するよう努めなければならない。 

２ 学校は、幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者に対し、自転車の安全利用 

に関する意識の啓発に努めなければならない。 

３ 第５条第２項の規定は、学校について準用する。 
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（保護責任者の責務） 

第 10 条 幼児、児童又は生徒を保護する責任のある者は、当該幼児、児童又は生徒に対

して、自転車の安全利用その他の交通安全意識の啓発に努めなければならない。 

２ 13 歳未満の者を保護する責任のある者は、当該 13 歳未満の者を自転車に乗車 

させるときは、自転車乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならな 

い。 

 

（自転車に係る利用環境の向上） 

第 11 条 区は、国、東京都、道路管理者、交通管理者、関係団体等と協力・連携し、自 

転車に関する利用環境の向上に努めなければならない。 

 

（指導） 

第 12 条 区長は、自転車が歩行者に危害を及ぼすおそれがある場合その他自転車による 

事故を未然に防止するため必要があると認める場合は、自転車利用者に対し指 

導することができる。 

２ 区長は、警察署と情報交換その他の連携を図りながら、前項の指導を行うもの 

とする。 

３ 区長は、第１項の指導を、区長があらかじめ指定する者に事務の一部を委託し 

て行わせることができる。 

 

 （自転車損害保険等への加入） 

第 13 条 自転車利用者は、その自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又 

は身体を害した場合における損害を?補するための保険又は共済（以下「自転車 

損害保険等」という。）に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者 

以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しているとき又は 

当該自転車利用者が、未成年者、事業活動のために自転車を利用する者若しく 

は自転車貸付業者から貸付けを受けた者であるときは、この限りでない。 

２ 未成年者を保護する責任のある者は、その保護する未成年者が自転車を利用す 

るときは、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければならな 

い。ただし、当該保護者以外の者が当該自転車の利用に係る自転車損害保険等 

に加入しているとき又は当該未成年者が、事業活動のために自転車を利用する 

者若しくは自転車貸付業者から貸付けを受けた者であるときは、この限りでな 

い。 

３ 事業者は、その事業活動のために従業員等に自転車を利用させるとき又は自ら 

利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等に加入しなければ 

ならない。 

４ 自転車貸付業者は、その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害保 
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険等に加入しなければならない。 

５ 区長は、関係団体と連携し、自転車損害保険等への加入を促進するため、自転 

車損害保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、幼児、児童、生徒若しくは学生又はその保護する責任のある者に対し、 

自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

 

（自転車損害保険等への加入の確認等） 

第 14 条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、自転車損 

害保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない。 

２ 自転車小売業者は、前項の規定による確認により当該自転車の利用に係る自転 

車損害保険等に加入していることを確認することができなかったときは、当該 

自転車購入者に対し、自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなけ 

ればならない。 

３ 事業者は、その従業員等のうちに、通勤の方法として自転車を利用する者がい 

るときは、当該従業員等に対し、当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の 

加入の有無を確認するよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

５ 自転車貸付業者が自転車を貸し付けるときは、その借受人に対し、当該自転車 

の利用に係る自転車損害保険等の内容に関する情報を提供するよう努めなけれ 

ばならない。 

 

（情報提供等） 

第 15 条 区長は、関係団体が自主的に自転車の安全利用に関する活動を行う場合には、

当該関係団体に対して、情報の提供その他必要な措置を講ずることができる。 

 

（広報啓発） 

第 16 条 区長は、自転車の安全利用について区民の理解が深まるよう広報その他により

啓発活動を行うものとする。 

 

（委任） 

第 17 条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 24 年 9 月 1 日から施行する。 

附 則 

この条例は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 
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（５）豊島区自転車等の放置防止に関する条例 

昭和62年10月14日 

条例第38号 

改正 平成２年３月30日条例第17号 

平成８年12月24日条例第40号 

平成13年３月26日条例第33号 

平成16年３月19日条例第20号 

平成19年３月19日条例第18号 

平成25年12月９日条例第46号 

平成26年７月７日条例第22号 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 自転車等の放置防止（第９条―第 14 条） 

第３章 自転車駐車場の附置義務（第 15 条―第 26 条） 

第４章 自転車等駐車対策協議会（第 27 条・第 28 条） 

第５章 雑則（第 29 条・第 30 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に 

関する法律（昭和 55 年法律第 87 号。以下「法」という。）に定めるもののほ 

か、公共の場所における自転車等の放置防止及び自転車駐車場の附置義務等に 

関し必要な事項を定めることにより、区民の快適で安全な生活環境を確保する 

ことを目的とする。 

（平 16 条例 20・全改） 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 

るところによる。 

(1) 自転車等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定す 

る原動機付自転車及び同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

(2) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所で、自転車 

等の駐車施設以外の場所をいう。 

(3) 放置 公共の場所において、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当 

該自転車等を移動させることができない状態をいう。 

（平８条例40・一部改正） 
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（区の責務） 

第３条 区は、第１条の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関する意識の啓発 

放置自転車等の撤去、自転車等の駐車施設の設置その他自転車等の駐車対策の 

総合的推進に必要な施策の実施に努めなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

 

（区民の責務） 

第４条 区民は、自転車等の放置の防止について、地域の課題としての自覚を持ち、そ 

の解決に努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

 

（自転車等の利用者等の責務） 

第５条 自転車等の利用者又は所有者（以下「利用者等」という。）は、自転車等の放置 

が地域にもたらす様々な弊害を認識し、公共の場所において自転車等を放置す 

ることのないよう努めるとともに、区の実施する施策に協力しなければならな 

い。 

２自転車の利用者等は、その利用する自転車に、法第12条第３項の規定による防 

犯登録（以下「防犯登録」という。）を受けなければならない。 

（平８条例40・平16条例20・平19条例18・一部改正） 

 

（鉄道事業者の責務） 

第６条 鉄道事業者は、区及び関係機関との連携のもとで、自転車等の駐車施設の設置

や放置防止の啓発活動等により自転車等の放置防止に努めるとともに、区の実

施する施策に協力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

 

（施設の設置者等の責務） 

第７条 公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の駐車需要を生じさせる施設を設 

置し、又は管理する者は、施設利用者への自転車等の適正駐輪の呼びかけや施 

設周辺の自転車等の整理に取り組み、自ら自転車等の駐車施設の設置に努める 

とともに、区の実施する施策に協力しなければならない。 

（平19条例18・一部改正） 

 

（自転車等の小売業者の責務） 

第８条 自転車等の小売を業とする者は、防犯登録の勧奨に努めるとともに、区の実施 

する施策に協力しなければならない。 
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第２章 自転車等の放置防止 

（放置禁止区域の指定等） 

第９条 区長は、自転車等の駐車施設が整備されている地域で、自転車等の放置が著し 

く、通行の障害が恒常的であり、災害及び救急時における緊急活動又は避難行 

動がなし得ないと認められる場所を自転車等の放置を禁止する区域（以下「放 

置禁止区域」という。）として指定することができる。 

２ 区長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は解除するこ 

とができる。 

３ 前２項の規定により放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除したと 

きは、区長は、規則で定める事項を告示しなければならない。 

４ 区長は、放置禁止区域を指定し、又は変更したときは、自転車等の利用者等に 

対し、放置禁止区域を周知するとともに、当該区域内に自転車等を放置するこ 

とのないよう指導するものとする。 

 

（自転車等の放置禁止） 

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。 

 

（放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置） 

第11条 区長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に自転車等が放置されている 

ときは、当該自転車等を撤去することができる。 

 

（放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置） 

第12条 区長は、放置禁止区域外の公共の場所において自転車等の放置により、通行の 

障害が生じていると認められるときは、当該放置されている自転車等の利用者 

等に対し、これを放置することのないよう指導するものとする。 

２ 区長は、前項に規定する措置を講じてもなお自転車等が放置されているときは 

あらかじめ撤去する旨を警告した後、当該自転車等を撤去することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区長は、第１項の自転車等の放置により、災害及 

び緊急時における緊急活動又は避難行動が困難になると認められるときは、当 

該自転車等を直ちに通行の障害にならない場所に移動することができる。 

（平19条例18・一部改正） 

 

 

（撤去した自転車等に対する措置） 

第13条 区長は、第11条又は前条第２項の規定により自転車等を撤去したときは、直ち 

に、現場にその旨及び保管場所を公示するとともに、当該自転車等を保管しな 

ければならない。ただし、明らかに自転車等の機能を喪失していると認められ 
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るものについては、公示及び保管をすることなく、直ちに処分することができ 

る。 

２ 区長は、自転車等を保管したときは、利用者等を調査し、利用者等の判明した 

ものについては、当該利用者等に対して速やかに引き取るよう通知し、利用者 

等が判明しないものについては、規則で定める事項を告示しなければならない 

。 

３ 区長は、第１項の公示の日から相当の期間を経過してもなお引取りのない自転 

車等については、法第６条第３項の規定により、当該自転車等を売却してその 

売却代金を保管し、又は廃棄等の処分をすることができる。 

４ 区長は、前項の規定により売却した自転車等について、第１項の公示の日から 

起算して６月以内に当該自転車等の利用者等がその返還を求めてきたときは、 

その売却代金を返還するものとする。 

（平８条例40・平19条例18・一部改正） 

 

（費用の徴収） 

第14条 区長は、第11条又は第12条第２項の規定により自転車等を撤去し、第13条第１ 

項の規定により保管したときは、撤去及び第13条に定める保管その他の措置に 

要した費用として別表に定める額を、当該自転車等の利用者等から徴収する。 

ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、これを免除することができ 

る。 

（平８条例40・平19条例18・一部改正） 

 

第３章 自転車駐車場の附置義務 

（区域の指定） 

第15条 法第５条第４項の規定に基づき条例で定める区域（以下「指定区域」という） 

は、区内の全域とする。 

（平25条例46・全改） 

 

（施設を新築する場合の自転車駐車場の設置） 

第16条 指定区域内において、別表第１号の指定用途の欄に掲げる施設を新築しようと 

する者は、指定用途ごとに同表同号の自転車駐車場の規模の欄により算定した 

自転車駐車場の規模の台数の合計が10台以上である場合には、その合計した台 

数の自転車を収容可能な自転車駐車場を当該施設内若しくはその敷地内又は 

当該施設からの距離が50メートル以内に設置しなければならない。 

２ 別表第１号における指定用途の範囲及び対象面積の算定方法は、規則で定める 

。 

（平25条例46・全改） 
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（施設を増築する場合の自転車駐車場の規模） 

第17条 指定区域内において、指定用途に供する施設となる増築をしようとする者は、 

当該増築後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる 

前に建築された部分又は別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定め 

られる前からその用途に使用している部分を除く。）をすべて新築したものと 

みなして、前条の規定により算定した自転車駐車場の規模の台数の合計が10台 

以上である場合には、当該増築前の施設に設置されている自転車駐車場の規模 

の台数を控除した台数を収容可能な自転車駐車場を前条第１項に定める場所 

に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

 

（施設を改築する場合の自転車駐車場の規模） 

第18条 指定区域内において、指定用途に供する施設となる改築をしようとする者は、 

当該改築後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定められる 

前に建築された部分又は別表第１号若しくは第２号によって指定用途に定め 

られる前からその用途に使用している部分を除く。）をすべて新築したものと 

みなして、第16条の規定により算定した自転車駐車場の規模の台数の合計が10 

台以上である場合には、当該改築前の施設に設置されている自転車駐車場の規 

模の台数を控除した台数を収容可能な自転車駐車場を第16条第１項に定める 

場所に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

 

（施設の用途を変更する場合の自転車駐車場の規模） 

第19条 指定区域内において、施設の用途を変更する場合で建築基準法（昭和25年法律 

第201号）第87条第１項の規定により、建築確認が必要なもの（以下「用途の変 

更」という。）について、指定用途に供する施設となる用途の変更をしようとす 

る者は、当該用途の変更後の施設（別表第１号若しくは第２号によって指定用 

途に定められる前に建築された部分又は別表第１号若しくは第２号によって 

指定用途に定められる前からその用途に使用している部分を除く。）をすべて 

新築したものとみなして、第16条の規定により算定した自転車駐車場の規模の 

台数の合計が10台以上である場合には、当該用途の変更前の施設に設置されて 

いる自転車駐車場の規模の台数を控除した台数を収容可能な規模の自転車駐 

車場を第16条第１項に定める場所に設置しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

 

（自転車駐車場の表示） 
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第20条 第16条から前条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、全て 

の道路に面した壁面に自転車駐車場の位置、経路、運用その他の利用に関し必 

要な事項を表示しなければならない。 

（平25条例46・全改） 

（自転車駐車場の構造等） 

第21条 第16条から第19条までの規定により設置される自転車駐車場の構造は、利用者 

の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない 

。 

２ 前項に規定する自転車駐車場の駐車部分の面積は、駐車台数１台につき、幅0.6 

メートル奥行き1.9メートルを標準とし、かつ、１平方メートル以上の面積を確 

保しなければならない。ただし、特殊な装置を用いる自転車駐車場であって区 

長が適当と認めるものについては、この限りでない。 

（平25条例46・全改） 

 

（自転車駐車場の設置の届出） 

第22条 第16条から第19条までの規定により自転車駐車場を設置する者は、あらかじめ 

、規則で定めるところにより当該自転車駐車場について区長に届け出なければ 

ならない。届出事項を変更しようとする場合も同様とする。 

（平25条例46・全改） 

 

（自転車駐車場の管理） 

第23条 第16条から第19条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管 

理者は、当該自転車駐車場及び第20条の規定により設置した表示をその目的に 

適合するように管理しなければならない。 

（平19条例18・平25条例46・一部改正） 

（立入検査） 

第24条 区長は、第16条から前条までの規定を施行するため必要な限度において、施設 

若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を 

求め、又はその職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさ 

せることができる。 

 

（措置命令） 

第25条 区長は、第16条から第21条まで又は第23条の規定に違反した者に対して、相当 

の期間を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するた 

めに必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措 

置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。 
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（平25条例46・一部改正） 

 

（公表） 

第26条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表しなければなら 

ない。 

(1) 第24条の報告若しくは資料の提出を求めた場合又は同条の立入検査をしよう 

とした場合において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者が、

その求めに応ぜず若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み若しくは妨げ

たとき。 

(2) 前条の措置を命じた場合において、命ぜられた者がその命令に従わないとき。 

（平13条例33・一部改正） 

 

第４章 自転車等駐車対策協議会 

（平16条例20・追加） 

（協議会の設置） 

第27条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査協議するため、法第８条の規定に 

基づき、区長の附属機関として、豊島区自転車等駐車対策協議会（以下「協議 

会」という。）を置く。 

２ 協議会は、区長の諮問に応じ自転車等の駐車対策及び適正な自転車利用の推進 

に関する重要事項を調査協議するほか、区長に対して、意見を述べることがで 

きる。 

（平16条例20・追加、平26条例22・一部改正） 

 

（協議会の組織） 

第28条 協議会は、26人以内の委員で組織する。 

２ 協議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場 

合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。 

(1) 区民 

(2) 区議会議員 

(3) 学識経験者 

(4) 関係団体の構成員 

(5) 鉄道事業者 

(6) 警察、道路管理者等関係行政機関の職員 

 (7) その他区長が推薦する者 

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則 

で定める。 
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（平16条例20・追加） 

 

第５章 雑則 

（平16条例20・旧第４章繰下） 

（身分証明書の提示） 

第29条 第11条及び第12条第２項の規定により放置自転車等を撤去する職員並びに第 

24条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関 

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（平16条例20・旧第27条繰下） 

 

（委任） 

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（平16条例20・旧第28条繰下） 

 

附 則 

この条例は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月30日条例第17号） 

１ この条例は、平成２年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平

成２年５月１日以後に撤去した自転車等の撤去に係る費用の徴収について適用し、

同日前に撤去した自転車等の撤去に係る費用の徴収については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成８年12月24日条例第40号） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法

律（平成５年法律第97号）附則第３項の国家公安委員会規則で定める種類の自転車に

係る防犯登録については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関

する条例（以下「新条例」という。）第５条第２項の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ 新条例第14条及び別表の規定は、平成９年４月１日以後に撤去する自転車等に係る

費用の徴収について適用し、同日前に撤去した自転車等に係る費用の徴収について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成13年３月26日条例第33号） 

１ この条例は、平成13年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平

成13年７月１日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前

に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 
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附 則（平成16年３月19日条例第20号） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例別表の規定は、平

成16年10月１日以後に撤去する自転車等に係る費用の徴収について適用し、同日前

に撤去した自転車等に係る費用の徴収については、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月19日条例第18号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月９日条例第46号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日より前に、新築、増築、改築又は用途の変更の工事が着手された

施設については、この条例による改正後の豊島区自転車等の放置防止に関する条例

第16条から第20条までの規定は、当該新築、増築、改築又は用途の変更工事により完

成した施設について適用しない。 

３ 昭和63年10月１日から平成26年６月30日までにおいて新築又は増築の工事が着手さ

れた施設については、この条例による改正前の豊島区自転車等の放置防止に関する

条例の規定は、なお効力を有する。 

附 則（平成26年７月７日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第14条関係） 

（平16条例20・全改） 

自転車 5,000円 

原動機付自転車 8,000円 

 

別表（第16条、第17条、第18条、第19条関係） 

（平25条例46・追加） 

(1) 平成26年７月１日以後に施設の新築の工事に着手した場合の自転車駐車場の設置

について適用されるもの 

 

 指定用途 自転車駐車場の規模 

1 1遊技場、学習施設、病院、ボー

リング場、ゴルフ練習場、バッ

ティングセンター、レンタルビ

デオ店 

対象施設の延べ床面積（以下「対象面積」とい 

う。）15平方メートル（対象面積が5,000平方メ 

ートルを超える部分は30平方メートル）ごと

に1台 

2 スーパーマーケット、コンビニ

エンスストア、ドラッグストア 

対象面積20平方メートル（対象面積が5,000平

方メートルを超える部分は40平方メートル。
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10,000平方メートルを超える部分は80平方メ

ートル）ごとに1台 

3 銀行その他の金融機関、郵便局 対象面積25平方メートル（対象面積が5,000平

方メートルを超える部分は50平方メートル）

ごとに1台 

4 2の項に掲げる施設の用途を含

まない小売店舗、飲食店、カラ

オケ店、スポーツ施設 

対象面積40平方メートル（対象面積が5,000平

方メートルを超える部分は80平方メートル。

10,000平方メートルを超える部分は160平方

メートル）ごとに1台 

5 事務所、バックヤード 対象面積200平方メートル（対象面積が10,000

平方メートルを超える部分は400平方メート

ル）ごとに1台 

備考 

(1) 指定区域は区内全域とする。 

(2) この表の自転車駐車場の規模の欄により算定した自転車駐車場の規模の台数で、１

台に満たない端数は切り捨てるものとする。 

(2) 昭和63年10月１日から平成26年６月30日までにおいて施設の新築又は増築の工事 

に着手した場合の自転車駐車場の設置について適用されるもの 

指定用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 

遊技場 店舗面積が300

平方メートル

を超えるもの 

店舗面積15平方メートル（店舗面積が5,000平

方メートルを超える部分については、店舗面

積30平方メートル）ごとに1台（1台に満たない

端数は切り捨てる。） 

スーパーマーケット

その他の大規模小売

店舗 

店舗面積が400

平方メートル

を超えるもの 

店舗面積20平方メートル（店舗面積が5,000平

方メートルを超える部分については、店舗面

積40平方メートル）ごとに1台（1台に満たない

端数は切り捨てる。） 

百貨店 店 舗 面 積 が

1,200平方メー

トルを超える

もの 

店舗面積60平方メートル（店舗面積が5,000平

方メートルを超える部分については、店舗面

積120平方メートル）ごとに1台（1台に満たな

い端数は切り捨てる。） 

銀行等金融機関 店舗面積が500

平方メートル

を超えるもの 

店舗面積25平方メートル（店舗面積が5,000平

方メートルを超える部分については、店舗面

積50平方メートル）ごとに1台（1台に満たない

端数は切り捨てる。） 

備考 

(1) 指定区域は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定する商 
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業地域及び近隣商業地域とする。 

(2) 施設の用途の範囲及び店舗面積の算定方法は、規則で定める。 

 

（６）豊島区立自転車等駐車場条例 

昭和62年10月14日 

条例第39号 

改正 平成元年７月20日条例第37号 

平成２年３月30日条例第18号 

平成２年10月15日条例第37号 

平成２年12月10日条例第39号 

平成３年３月19日条例第15号 

平成３年７月10日条例第28号 

平成４年７月３日条例第44号 

平成４年10月14日条例第54号 

平成４年12月10日条例第62号 

平成８年12月24日条例第41号 

平成９年７月18日条例第25号 

平成９年10月８日条例第29号 

平成11年３月23日条例第25号 

平成11年12月21日条例第51号 

平成12年３月27日条例第47号 

平成12年12月12日条例第76号 

平成13年３月26日条例第34号 

平成13年７月13日条例第51号 

平成13年12月11日条例第67号 

平成16年12月14日条例第56号 

平成19年３月19日条例第19号 

平成20年３月24日条例第23号 

平成20年10月23日条例第38号 

平成21年３月30日条例第22号 

平成21年10月27日条例第42号 

平成22年３月29日条例第12号 
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平成22年12月13日条例第42号 

平成24年７月10日条例第31号 

平成24年12月21日条例第40号 

平成25年10月28日条例第33号 

平成26年７月７日条例第21号 

平成27年３月20日条例第22号 

平成27年10月28日条例第52号 

平成28年12月13日条例第51号 

平成29年12月６日条例第48号 

平成30年12月11日条例第56号 

平成31年３月25日条例第14号 

令和２年３月18日条例第11号 

（目的） 

第１条 この条例は、豊島区立自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）の設置及 
び管理について必要な事項を定め、もって自転車等（道路交通法（昭和35年 
法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号 
の２に規定する自転車をいう。以下同じ。）を利用する者の利便を図るととも 
に、自転車等の放置防止に寄与することを目的とする。 
（平９条例25・一部改正） 
 

（設置） 
第２条 駐車場を別表第１のとおり設置する。 

２ 駐車場の自転車等の収容台数は、規則で定める。 
（平元条例37・平２条例37・平２条例39・平３条例28・平４条例44・平４条

例54・平４条例62・平９条例25・平９条例29・平11条例51・平12条例47・一部改正） 
 

（休場日及び開場時間） 
第３条 駐車場の休場日は、１月１日から同月３日までとする。ただし、別表第１第 

２号に掲げる駐車場は、休場日を設けない。 
２ 前項の規定にかかわらず、区長は、管理上必要があると認めるときは、臨時に 

休場日を定めることができる。 
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３ 駐車場の開場時間は、別表第２のとおりとする。 
（平16条例56・平19条例19・平21条例22・一部改正） 
 

（利用の方法） 
第４条 駐車場の利用の方法は、次のとおりとする。 

(1) 定期利用 １箇月を単位とする利用 
(2) 当日利用 １日を単位とする利用 
(3) 時間利用 時間を単位とする利用（コイン式駐車施設（駐車場に設置された、  

自動料金収納装置付き駐車施設をいう。以下同じ）を利用する場合に限る。） 
（平２条例18・平19条例19・一部改正） 
 

（定期利用の登録） 
第５条 駐車場を定期利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請

し、利用の登録（以下「登録」という。）の承認を受けなければならない。 
２ 区長は、前項の承認をする場合において、次の各号に掲げる者について必要が 

あると認めるときは、規則で定めるところにより、優先して前項の承認を与え 
ることができる。 

(1) 身体に障害があり、日常生活を営むに当り自転車等の利用を欠かすことができ 
ない者 

(2) 豊島区の区域内（以下「区内」という。）に住所を有し、又は勤務先若しくは 
通学先を有する者 

(3) 区内に住所を有しない者のうち、駐車場の最寄の駅から住所までが、規則で定 
める距離以上離れているもの 

３ 登録の有効期間は、規則で定める。 
（平13条例34・平19条例19・一部改正） 
 

（定期利用の使用料） 
第６条 前条の規定により登録を受けた者（以下「登録者」という。）は、別表第３ 

に定める使用料を区長が定める期日までに納入しなければならない。 
（平12条例47・平16条例56・一部改正） 
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（使用料の減免） 
第７条 区長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、使 

用料を減額又は免除することができる。 
（平11条例25・平12条例47・平19条例19・一部改正） 

 
（利用できる者） 

第８条 定期利用による駐車場の利用は、前２条の規定により使用料を納入し、又は

使用料の免除を受けた登録者に限り、駐車場を利用することができる。 
 
（当日利用） 

第９条 駐車場を当日利用しようとする者は、規則で定めるところにより利用開始時

刻の確認を受けて、駐車場を利用することができる。 
２ 前項の規定により当日利用した者は、規則で定めるところにより利用終了時刻  

の確認を受けた後、直ちに別表第３に定める使用料を規則で定めるところによ 
り納入しなければならない。 

３ 前項の使用料のうち自転車に係るものは、回数券を用いて納入することができ 
る。この場合において、回数券の種類及び発行価額は、次のとおりとする。 

種類 発行価額 
150円券 11枚つづり 1,500円
100円券 11枚つづり 1,000円

（平２条例18・全改、平12条例47・平13条例34・平16条例56・一部改正） 
 

（時間利用） 
第９条の２ コイン式駐車施設を時間利用しようとする者は、コイン式駐車施設に自 

転車等を入車させた時刻から出車させる時刻までの利用時間に応じ、使用 
料を納入しなければならない。 

２ 時間利用の使用料は、１台６時間につき100円を超えない範囲で規則で定 
める。ただし、利用時間が６時間に満たない端数は、６時間とみなす。 

３ 前２項で規定する使用料は、コイン式駐車施設から自転車等を出車させる 
ときに納入しなければならない。 
（平19条例19・追加） 

180



 
（登録及び利用の制限） 

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は駐車場の利用を制

限することができる。 
(1) 第２条第２項に規定する収容台数を超えるとき。 
(2) その他区長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

（平12条例47・一部改正） 
 

（登録の取消し等） 
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は駐車

場の利用を停止することができる。 
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。 
(2) 災害その他の事故により駐車場の利用ができなくなったとき。 
(3) 工事その他の理由により、区長が特に必要と認めるとき。 

（平12条例47・一部改正） 
 

（禁止行為） 
第12条 駐車場を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、当該駐車場内

で次の行為をしてはならない。 
(1) 駐車場の施設若しくは附属設備をき損し、又は汚損すること。 
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。 
(3) 指定された場所以外に駐車すること。 
(4) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物品等を持ち込む 

こと。 
(5) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。 
(6) 駐車場の秩序又は風紀を乱すこと。 
(7) 物品販売その他営業行為を行うこと。 
(8) 広告宣伝を行うこと。 
(9) 立入禁止区域に立ち入ること。 
(10) 前各号に定めるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認めること 
２ 区長は、前項に掲げる事項のほか、駐車場の利用上必要な条件を定め、又は変 
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更することができる。 
 

（移送及び保管） 
第13条 区長は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する自転車等があると

きは、これを一定の場所に移送し、保管することができる。 
(1) 納付すべき使用料を納付していない自転車等 
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反した 

利用をしている自転車等で、区長が駐車場の管理上移送を必要と認めるもの 
（平12条例47・平16条例56・一部改正） 
 

（保管した自転車等に対する措置） 
第14条 区長は、前条の規定により自転車等を移送し、保管したときは、当該自転車

等を返還するため規則で定める措置を講じなければならない。 
２ 区長は、前条の規定により移送した日の翌日から起算して30日を経過しても 

なお引取りのない自転車等については、これを処分することができる。 
（平８条例41・平16条例56・平22条例42・一部改正） 

 
（利用の承認を受けていない自転車等に対する措置） 

第14条の２ 駐車場内にある利用の承認を受けていない自転車等及びコイン式駐車施

設において所定の入車をしていない自転車等については、豊島区自転車

等の放置防止に関する条例（昭和62年豊島区条例第38号）第10条の規定

に違反して放置されている自転車等とみなして、同条例第11条、第13条
及び第14条の規定を適用することができる。 

（平16条例56・追加、平19条例19・一部改正） 
（使用料の不還付） 

第15条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、区長が相当の理由があると認

めたときは、その全額又は一部を還付することができる。 
 
（権利の譲渡等の禁止） 

第16条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 
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（損害賠償） 
第17条 駐車場に、自己の責に帰すべき理由により損害を与えた者は、区長が相当と

認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理

由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。 
 
（免責事項） 

第17条の２ 駐車場において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用

者の損害については、区は賠償の責めを負わないものとする。 
（平19条例19・追加） 

 
（指定管理者による管理） 

第18条 駐車場の管理業務は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定により、区長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行

わせることができる。 
（平16条例56・追加） 

 
（指定管理者が行う管理業務） 

第19条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。 
(1) 駐車場の利用に関する業務 
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 
(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務 

（平16条例56・追加） 
 
 
（指定管理者が行う管理の基準） 

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、

適正に駐車場の管理を行わなければならない。 
２ 第３条第１項及び第２項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ区長 

の承認を得て、駐車場の休場日を定める。 
３ 第３条第３項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得 

て、駐車場の開場時間を変更し、又は開場時間を超えて開場することができる 
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（平16条例56・追加、平19条例19・一部改正） 
 
（利用料金） 

第21条 第６条の登録者、第９条の規定により駐車場を当日利用した者及び第９条の

２の規定によりコイン式駐車施設を時間利用した者は、指定管理者に駐車場

の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）をそれぞれ指定管理者が定

める期日までに又は直ちに納入しなければならない。 
２ 利用料金は、第９条の２第２項及び別表第３に定める額の範囲内において、指 

定管理者があらかじめ区長の承認を得て定めるものとする。ただし、次の表の 
左欄に掲げる駐車場の当日利用に係る利用料金は、第９条の２第２項及びそれ 
ぞれ同表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ区長の承認を 
得て定めるものとする。 

駐車場 自転車 原動機付自転車 
豊島区立駒込駅北自転車駐車場   200円
豊島区立空蝉橋原動機付自転車駐車場 
豊島区立南長崎自転車駐車場 
豊島区立巣鴨駅第三自転車駐車場 150円
豊島区立目白駅北自転車駐車場 
豊島区立千川駅北第二自転車駐車場 100円
豊島区立大塚駅北口第三自転車駐車場 150円  
豊島区立大塚駅北口第四自転車駐車場 
豊島区立千川駅西自転車駐車場 

３ 指定管理者は、あらかじめ区長の承認を得て、通常の利用料金とは別に、割引 
料金を定めることができる。 

４ 当日利用した者は、利用料金のうち自転車に係るものを、第９条第３項の回数 
券を用いて納入することができる。ただし、回数券の額（当該回数券の発行価 
額を11で除した額）が利用料金を超えるときは、指定管理者は、区長が別に 
定めるところにより利用者に返納する。 

５ 区長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。 
６ 指定管理者は、規則で定めるところにより、前項の規定により収受した金額の 

一部を区長に納付しなければならない。 
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（平16条例56・追加、平19条例19・平21条例22・平30条例56・一部改正） 
 
（指定管理者による管理を行う場合の本条例の読替え） 

第22条 第18条の規定により指定管理者に駐車場の管理業務を行わせる場合にあって

は、第５条第１項及び第２項、第７条、第10条各号列記以外の部分、第11条
（第３号を除く。）、第12条第１項第10号及び第２項、第13条並びに第14条
第１項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、第15条中「区長が」とある

のは「指定管理者は、区長が」と、第７条（見出しを含む。）、第９条の２

第１項、第13条第１号及び第15条（見出しを含む。）中「使用料」とあるの

は「利用料金」と、第８条中「前２条の規定により使用料を納入し、又は使

用料の免除を受けた」とあるのは「第21条第１項の規定により利用料金を納

入し、又は前条の規定により利用料金の免除を受けた」と、第９条第２項中

「別表第３に定める使用料を規則で定めるところにより」とあるのは「利用

料金を」と、第９条の２第３項中「前２項で規定する使用料」とあるのは「

利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。 
（平16条例56・追加、平19条例19・一部改正） 

 
（委任） 

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 
（平３条例15・旧第18条繰下、平16条例56・旧第19条繰下） 

附 則 
この条例は、昭和63年４月１日から施行する。ただし、豊島区立池袋駅西自転車駐車

場及び豊島区立池袋駅北自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成元年７月20日条例第37号） 
この条例は、平成元年８月14日から施行する。 
附 則（平成２年３月30日条例第18号） 
１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例別表の規定は、平成２年４ 

月１日以後に納入する使用料について適用し、同日前に納入した使用料について 
は、なお従前の例による。 

附 則（平成２年10月15日条例第37号） 
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この条例は、平成３年１月１日から施行する。ただし、豊島区立要町駅南自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成２年12月10日条例第39号） 
この条例は、平成３年５月１日から施行する。ただし、豊島区立千川駅南自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成３年３月19日条例第15号） 
この条例は、平成３年４月１日から施行する。 
附 則（平成３年７月10日条例第28号） 
この条例は、平成３年８月１日から施行する。ただし、豊島区立要町駅北自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成４年７月３日条例第44号） 
この条例は、平成４年８月１日から施行する。ただし、豊島区立千川駅北自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成４年10月14日条例第54号） 
この条例は、平成５年１月１日から施行する。ただし、豊島区立目白駅西自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成４年12月10日条例第62号） 
この条例は、平成５年１月１日から施行する。ただし、豊島区立千川駅西自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成８年12月24日条例第41号） 
１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例（以下「新条例」という。

）第14条第２項の規定は、平成９年４月１日以後に駐車場を利用する自転車等につ

いて適用する。 
３ 新条例別表の規定は、平成９年４月１日以後に納入する使用料について適用し、 

同日前に納入した使用料については、なお従前の例による。 
附 則（平成９年７月18日条例第25号） 
この条例は、平成９年８月１日から施行する。ただし、豊島区立駒込駅北自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成９年10月８日条例第29号） 
この条例は、平成10年１月１日から施行する。ただし、豊島区立南長崎自転車駐車場
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は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成11年３月23日条例第25号） 
この条例は、平成11年４月１日から施行する。 
附 則（平成11年12月21日条例第51号） 
この条例は、平成12年４月１日から施行する。ただし、豊島区立池袋駅東自転車駐車

場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成12年３月27日条例第47号） 
この条例は、平成12年７月１日から施行する。ただし、豊島区立西巣鴨駅東自転車駐

車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成12年12月12日条例第76号） 
この条例は、平成13年４月１日から施行する。ただし、豊島区立巣鴨駅南自転車駐車

場及び豊島区立巣鴨駅北自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成13年３月26日条例第34号） 
１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。ただし、第９条に１項を加える改 

正規定は、平成13年７月１日から施行する。 
２ 豊島区立千川駅北第二自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する 
３ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例別表第２（豊島区立千川駅 

北第二自転車駐車場に係る部分を除く。）の規定は、平成13年７月１日以後の利 
用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前 
の例による。 

附 則（平成13年７月13日条例第51号） 
この条例は、平成13年10月１日から施行する。ただし、豊島区立巣鴨駅第三自転車駐

車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成13年12月11日条例第67号） 
この条例は、平成14年４月１日から施行する。ただし、豊島区立目白駅北自転車駐車

場及び豊島区立目白駅東自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成16年12月14日条例第56号） 
１ この条例は、平成17年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ 

し、別表第２の改正規定（別表第２を別表第３に改める部分を除く。）は、公布の 
日から施行する。 

２ 前項の別表第２の改正規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、 
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同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 
３ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例第14条第２項の規定は、施 

行日以後に移送する自転車等について適用し、同日前に移送する自転車等について 
は、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月19日条例第19号） 
この条例は、平成19年４月１日から施行する。 
附 則（平成20年３月24日条例第23号） 
１ この条例は、平成20年４月１日から施行する。ただし、別表第３備考第２号の改 

正規定は、公布の日から施行する。 
２ 豊島区立千登世橋自転車駐車場及び豊島区立池袋駅北第二自転車駐車場は、区長 

が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成20年10月23日条例第38号） 
この条例は、公布の日から施行する。 
附 則（平成21年３月30日条例第22号） 
１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 
２ 豊島区立空蝉橋原動機付自転車駐車場、豊島区立大塚駅北口第一自転車駐車場、 

豊島区立大塚駅北口第二自転車駐車場、豊島区立大塚駅北口第三自転車駐車場及び 
豊島区立大塚駅北口第四自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する 

附 則（平成21年10月27日条例第42号） 
この条例は、平成21年11月１日から施行する。 
附 則（平成22年３月29日条例第12号） 
この条例は、平成22年４月１日から施行する。ただし、別表第１第２号豊島区立要町

駅路上自転車駐車場のうち、東京都豊島区西池袋五丁目26番先、要町一丁目１番先、

10番先及び11番先については、区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成22年12月13日条例第42号） 
１ この条例は、平成23年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
２ 豊島区立椎名橋自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する。 
３ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例第14条第２項の規定は、施 

行日以後に移送する自転車等について適用し、同日前に移送する自転車等について 
は、なお従前の例による。 

附 則（平成24年７月10日条例第31号） 
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１ この条例は、平成24年８月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の豊島区立自転車等駐車場条例別表第１第２号豊島区立巣 

鴨駅北口白山通り自転車駐車場の項中「巣鴨三丁目27番先、30番先及び31番先」 
については、区長が別に告示する日から利用に供する。 

附 則（平成24年12月21日条例第40号） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 豊島区立新大塚駅路上自転車駐車場及び豊島区立池袋駅東第二自転車駐車場は、 

区長が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成25年10月28日条例第33号） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 豊島区立巣鴨駅第三自転車駐車場及び豊島区立池袋駅南自転車駐車場は、区長が 

別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成26年７月７日条例第21号） 
この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
附 則（平成27年３月20日条例第22号） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 豊島区立新庚申塚路上自転車駐車場は、区長が別に告示する日から利用に供する 
附 則（平成27年10月28日条例第52号） 
この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
附 則（平成28年12月13日条例第51号） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
２ 豊島区立大塚駅南自転車駐車場及び豊島区立池袋駅西第二自転車駐車場は、区長 

が別に告示する日から利用に供する。 
附 則（平成29年12月６日条例第48号） 
この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
附 則（平成30年12月11日条例第56号） 
この条例は、平成31年４月１日から施行する。ただし、別表第１第２号豊島区立大塚

駅北口路上自転車駐車場の項の改正規定は、同年11月１日から施行する。 
附 則（平成31年３月25日条例第14号） 
１ この条例は、平成31年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
２ この条例による改正後の別表第３の規定は、施行日以後の利用に係る使用料につ 
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いて適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。 
附 則（令和２年３月18日条例第11号） 
この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
別表第１（第２条関係） 

（平12条例47・追加、平12条例76・平13条例34・平13条例51・平13条例67・
平19条例19・平20条例23・平21条例22・平21条例42・平22条例12・平22条例

42・平24条例31・平24条例40・平25条例33・平27条例22・平28条例51・平30
条例56・一部改正） 

(1) 休場日のある駐車場 
名称 位置 

豊島区立駒込駅北自転車駐車場 東京都豊島区駒込二丁目2番2号 
豊島区立巣鴨駅南自転車駐車場 東京都豊島区巣鴨一丁目13番 
豊島区立巣鴨駅北自転車駐車場 東京都豊島区巣鴨二丁目7番11号 
豊島区立巣鴨駅第三自転車駐車場 東京都豊島区巣鴨二丁目9番23号 
豊島区立西巣鴨駅自転車駐車場 東京都豊島区西巣鴨三丁目26番1号 
豊島区立大塚駅南自転車駐車場 東京都豊島区南大塚三丁目33番地先 
豊島区立池袋駅東自転車駐車場 東京都豊島区東池袋一丁目50番23号 
豊島区立池袋駅南自転車駐車場 東京都豊島区南池袋二丁目21番6号 
豊島区立池袋駅西自転車駐車場 東京都豊島区西池袋三丁目20番1号 
豊島区立池袋駅北自転車駐車場 東京都豊島区池袋一丁目4番20号 
豊島区立千登世橋自転車駐車場 東京都豊島区雑司が谷三丁目1番7号 
豊島区立目白駅東自転車駐車場 東京都豊島区目白一丁目4番1号 
豊島区立目白駅西自転車駐車場 東京都豊島区目白三丁目4番3号 
豊島区立目白駅北自転車駐車場 東京都豊島区目白三丁目16番 
豊島区立南長崎自転車駐車場 東京都豊島区南長崎四丁目13番5号 
豊島区立要町駅南自転車駐車場 東京都豊島区要町一丁目4番11号 
豊島区立要町駅北自転車駐車場 東京都豊島区要町一丁目10番8号 
豊島区立千川駅南自転車駐車場 東京都豊島区要町三丁目9番16号 
豊島区立千川駅西自転車駐車場 東京都豊島区要町三丁目22番11号 
豊島区立千川駅北第一自転車駐車場 東京都豊島区要町三丁目44番8号 
豊島区立千川駅北第二自転車駐車場 東京都豊島区要町三丁目55番 
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(2) 休場日のない駐車場 
名称 位置 

豊島区立巣鴨駅北口白山通り自転車

駐車場 
東京都豊島区巣鴨二丁目9番先、巣鴨三

丁目27番先、30番先及び31番先 
豊島区立新庚申塚路上自転車駐車場 東京都豊島区西巣鴨三丁目15番先、西巣

鴨四丁目6番先 
豊島区立空蝉橋原動機付自転車駐車

場 
東京都豊島区北大塚二丁目3番先 

豊島区立大塚駅北口路上自転車駐車

場 
東京都豊島区北大塚二丁目14番先 

豊島区立大塚駅北口第二自転車駐車

場 
東京都豊島区北大塚二丁目4番先から6番
先まで 

豊島区立大塚駅北口第三自転車駐車

場 
東京都豊島区北大塚二丁目4番先、8番先 

豊島区立大塚駅北口第四自転車駐車

場 
東京都豊島区南大塚三丁目33番4号 

豊島区立新大塚駅路上自転車駐車場 東京都豊島区南大塚二丁目8番先、10番
先、南大塚三丁目1番先 

豊島区立池袋駅東第二自転車駐車場 東京都豊島区東池袋一丁目50番先 
豊島区立池袋六ツ又陸橋自転車駐車

場 
東京都豊島区東池袋三丁目8番先 

豊島区立ウイロード自転車駐車場 東京都豊島区南池袋一丁目28番2号 
豊島区立池袋駅西第二自転車駐車場 東京都豊島区西池袋一丁目8番1号 
豊島区立池袋駅北第二自転車駐車場 東京都豊島区池袋一丁目4番20号先 
豊島区立椎名橋自転車駐車場 東京都豊島区長崎一丁目9番30号、南長

崎一丁目25番27号 
豊島区立要町駅路上自転車駐車場 東京都豊島区西池袋五丁目26番先、要町

一丁目1番先、2番先及び9番先から11番
先まで 

豊島区立千川駅路上自転車駐車場 東京都豊島区要町三丁目10番先、22番先

、23番先及び44番先 
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別表第２（第３条関係） 
（平16条例56・追加、平19条例19・平20条例23・平20条例38・平21条例22・
平21条例42・平22条例42・平24条例40・平25条例33・平27条例22・平28条例

51・平29条例48・平30条例56・令２条例11・一部改正） 
名称 開場時間 

豊島区立巣鴨駅第三自転車駐車

場 
豊島区立巣鴨駅北口白山通り自

転車駐車場 
豊島区立新庚申塚路上自転車駐

車場 
豊島区立空蝉橋原動機付自転車

駐車場 
豊島区立大塚駅北口路上自転車

駐車場 
豊島区立大塚駅北口第二自転車

駐車場 
豊島区立大塚駅北口第三自転車

駐車場 
豊島区立大塚駅北口第四自転車

駐車場 
豊島区立新大塚駅路上自転車駐

車場 
豊島区立池袋駅東第二自転車駐

車場 
豊島区立池袋六ツ又陸橋自転車

駐車場 
豊島区立ウイロード自転車駐車

場 
豊島区立池袋駅西第二自転車駐

車場 

午前零時から午後12時まで 
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豊島区立池袋駅北第二自転車駐

車場 
豊島区立千登世橋自転車駐車場 
豊島区立椎名橋自転車駐車場 
豊島区立要町駅路上自転車駐車

場 
豊島区立要町駅北自転車駐車場 
豊島区立千川駅路上自転車駐車

場 
豊島区立千川駅西自転車駐車場 
豊島区立大塚駅南自転車駐車場 
豊島区立池袋駅東自転車駐車場 
豊島区立池袋駅南自転車駐車場 
豊島区立池袋駅西自転車駐車場 
豊島区立池袋駅北自転車駐車場 
豊島区立目白駅東自転車駐車場 

午前4時から翌日の午前1時30分まで 

豊島区立南長崎自転車駐車場 午前5時から翌日の午前1時15分まで 
豊島区立駒込駅北自転車駐車場 
豊島区立巣鴨駅南自転車駐車場 
豊島区立巣鴨駅北自転車駐車場 
豊島区立目白駅西自転車駐車場 
豊島区立目白駅北自転車駐車場 

午前6時から午後12時まで 

豊島区立西巣鴨駅自転車駐車場 午前6時から翌日の午前零時15分まで 
豊島区立要町駅南自転車駐車場 
豊島区立千川駅南自転車駐車場 
豊島区立千川駅北第一自転車駐

車場 
豊島区立千川駅北第二自転車駐

車場 

午前6時から翌日の午前零時45分まで 

別表第３（第６条・第９条関係） 
（平８条例41・全改、平９条例25・平９条例29・平11条例51・一部改正、平
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12条例47・旧別表・一部改正、平12条例76・平13条例34・平13条例51・平13
条例67・一部改正、平16条例56・旧別表第２繰下・一部改正、平20条例23・
平21条例22・平22条例42・平24条例40・平25条例33・平27条例52・平28条例

51・平30条例56・平31条例14・一部改正） 
区分

駐車場 
自転車 原動機付自転車 

定期利用 当日利用 定期利用 当日利用 
豊島区立巣

鴨駅南自転

車駐車場 
豊島区立巣

鴨駅北自転

車駐車場 
豊島区立巣

鴨駅第三自

転車駐車場 
豊島区立池

袋駅北自転

車駐車場 
豊島区立要

町駅北自転

車駐車場 
豊島区立千

川駅北第一

自転車駐車

場 

区内利用者 
1台につき 2,500円 
（学生の場合 1,250
円） 

区外利用者 
1台につき 3,000円 
（学生の場合 1,500
円） 

150円区内利用者 
1台につき 3,750円 
（学生の場合 

2,500円） 
区外利用者 

1台につき 4,500円 
（学生の場合 

3,000円） 

200円

豊島区立駒

込駅北自転

車駐車場 
豊島区立南

長崎自転車

駐車場 

区内利用者 
1台につき 2,500円 
（学生の場合 1,250
円） 

区外利用者 
1台につき 3,000円 

150円区内利用者 
1台につき 3,750円 
（学生の場合 

2,500円） 
区外利用者 

1台につき 4,500円 
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（学生の場合 1,500
円） 

（学生の場合 

3,000円） 
豊島区立目

白駅北自転

車駐車場 

区内利用者 
1台につき 2,000円 
（学生の場合 1,000
円） 

区外利用者 
1台につき 2,250円 
（学生の場合 1,100
円） 

  区内利用者 
1台につき 2,800円 
（学生の場合 

1,850円） 
区外利用者 

1台につき 3,500円 
（学生の場合 

2,300円） 
豊島区立千

川駅北第二

自転車駐車

場 

区内利用者 
1台につき 1,250円 
（学生の場合 650円
） 

区外利用者 
1台につき 1,500円 
（学生の場合 750円
） 

区内利用者 
1台につき 1,750円 
（学生の場合 

1,200円） 
区外利用者 

1台につき 2,100円 
（学生の場合 

1,400円） 
豊島区立西

巣鴨駅自転

車駐車場 
豊島区立池

袋駅東自転

車駐車場 
豊島区立目

白駅東自転

車駐車場 
豊島区立目

白駅西自転

車駐車場 
豊島区立要

区内利用者 
1台につき 2,500円 
（学生の場合 1,250
円） 

区外利用者 
1台につき 3,000円 
（学生の場合 1,500
円） 

150円  
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町駅南自転

車駐車場 
豊島区立千

川駅南自転

車駐車場 
豊島区立池

袋駅南自転

車駐車場 
豊島区立池

袋駅西自転

車駐車場 

区内利用者 
1台につき 1,250円 
（学生の場合 650円
） 

区外利用者 
1台につき 1,500円 
（学生の場合 750円
） 

100円

豊島区立大

塚駅北口第

三自転車駐

車場 

区内利用者 
1台につき 1,250円 
（学生の場合 650円
） 

区外利用者 
1台につき 1,500円 
（学生の場合 750円
） 

 

豊島区立大

塚駅北口第

四自転車駐

車場 
豊島区立大

塚駅南自転

車駐車場 
豊島区立新

大塚駅路上

自転車駐車

区内利用者 
1台につき 2,500円 
（学生の場合 1,250
円） 

区外利用者 
1台につき 3,000円 
（学生の場合 1,500
円） 
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場 
豊島区立千

登世橋自転

車駐車場 
豊島区立椎

名橋自転車

駐車場 
豊島区立千

川駅西自転

車駐車場 

区内利用者 
1台につき 2,000円 
（学生の場合 1,000
円） 

区外利用者 
1台につき 2,250円 
（学生の場合 1,100
円） 

豊島区立空

蝉橋原動機

付自転車駐

車場 

  区内利用者 
1台につき 3,750円 
（学生の場合 

2,500円） 
区外利用者 

1台につき 4,500円 
（学生の場合 

3,000円） 

  

備考 
(1) この表において「当日利用」とは、２時間を超える当日利用をいう。 
(2) この表において「学生」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に

規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第１項に規定す

る各種学校に在学する者をいう。 
(3) この表において「区内利用者」とは、区内に住所を有する者をいい、「区外利

用者」とは、区内に住所を有しない者をいう。 
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６．豊島区自転車等駐車対策協議会 

区分 所属・役職等

1 太田　勝敏 東京大学名誉教授

2 久保田　尚 埼玉大学名誉教授

1 西崎　ふうか 豊島区議会議員

2 ふま　ミチ 豊島区議会議員

3 松下　創一郎 豊島区議会議員

4 原田　たかき 豊島区議会議員

1 石坂　美穂 豊島区観光協会副会長

2 北方　真起 自転車安全利用コンサルタント

3 千野　富久 豊島区商店街連合会副会長

4 永由　優子 豊島区身体障害者福祉協会副会長

5 堀江　久男 豊島区町会連合会副会長

1 稲垣　剛史 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課長

2 高橋　伸子 東京都第四建設事務所管理課長

3 村田　裕昭 巣鴨警察署交通課長

4 髙山　和尚 池袋警察署交通課長

5 大竹　修司 目白警察署交通課長

1 松本　剛 東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部企画総務部経営戦略ユニット

2 落合　卓也 東武鉄道株式会社営業部お客様サービス課長

3 岩澤　貴顕 西武鉄道株式会社鉄道本部計画管理部駅まち創造課長

4 倉本　広太郎 東京地下鉄株式会社鉄道本部鉄道統括部開発連携・工事調整担当課長

5 富田　徹 東京都交通局総務部企画調整課長

1 松田　宗能 東京都自転車商協同組合豊島支部長

2 柳田　好史 NPO法人自転車活用推進研究会顧問

1 植木　隆司 区民公募

2 小坂　麻美 区民公募

区議会議員

計26名（うち1名欠員）　＊敬称略　行政順　

関係団体

豊島区自転車等駐車対策協議会　委員名簿

鉄道事業者

氏名等

学識経験者

区民

区民公募

官公署
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（２）開催経緯等 

【自転車等駐車対策協議会 開催経緯】（第一次総合計画策定前） 
会議名 開催月日 主な検討内容 

協議会 
（全体会） 

平成 16 年 6 月 30 日 

（第 1回） 

（１）委員の委嘱 

（２）会長・副会長の選任 

（３）諮問（総合計画の策定について） 

（４）区長挨拶 

（５）自転車法の解説 

（６）豊島区の状況について 

 平成 17 年 3 月 29 日 

（第 2回） 

（１）これまでの経緯 

（２）駐車場利用者と放置者特性の分析 

（３）総合計画体系骨子の検討 

 平成 17 年 5 月 16 日 

（第 3回） 

（１）総合計画と他の関連計画との関係について 

（２）総合計画の検討 

（３）今後の進め方について 

 平成 17 年 10 月 14 日 

（第 4回） 

（１）総合計画の検討における｢中間のまとめ｣について 

 平成 17 年 12 月 19 日 

（第 5回） 

（１）総合計画（素案）の検討について 

 平成 18 年 2 月 20 日 

（第 6回） 

（１）総合計画（素案その２）の検討について 

 平成 18 年 3 月 27 日 

（第 7回） 

（１）総合計画（案）の答申について 

（２）答申後の協議会のあり方について 

 平成 18 年 6 月 9 日 

（第 8回） 

（１）総合計画(案)に係るパブリックコメントの概要に 

ついて 

（２）協議会の今後の活動方針について 
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会議名 開催月日 主な検討内容 

第一分科会 平成 16 年 10 月 22 日 

（第 1回） 

（１）分科会の審議事項について 

（２）担任分野の体系について 

（３）自転車駐車の状況について 

（４）板橋区・豊島区自転車利用環境整備計画について 

 平成 17 年 6 月 10 日 

（第 2回） 

（１）総合計画の構成・内容について 

 平成 17 年 7 月 29 日 

（第 3回） 

（１）総合計画の構成・内容について 

第ニ分科会 平成 16 年 8 月 10 日 

（第 1回） 

（１）分科会の審議事項について 

（２）担任分野の体系について 

（３）駅周辺放置自転車の状況について 

（４）駅別乗り入れ台数について 

（５）豊島区立有料駐車場の利用状況について 

 平成 16 年 9 月 21 日 

（第 2回） 

（１）自転車関連経費等各区比較 

（２）区立駐車場利用者の状況について 

（３）鉄道事業者による区内資産の利用状況について 

（４）道路管理者による道路上の駐車施設の状況につい 

   て 

（５）大塚駅の状況等について 

（６）地下鉄 13 号線雑司が谷駅の開設状況について 

 平成 16 年 11 月 19 日 

（第 3回） 

（１）豊島区の人口分布について 

（２）区立駐車場の利用状況について 

（３）池袋駅周辺の状況と対策について 

 平成 17 年 7 月 8 日 

（第 4回） 

（１）総合計画の構成・内容について 

 平成 17 年 9 月 9 日 

（第 5回） 

（１）総合計画の構成・内容について 

 平成 17 年 11 月 7 日 

（第 6回） 

（１）各駅の具体的な自転車駐車施設整備方針について 
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 【自転車等駐車対策協議会 開催経緯】（第一次総合計画策定後） 
会議名 開催月日 主な検討内容 

協議会 

（全体会） 

 

平成 19 年 2 月 28 日 

（第 9回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）路上駐輪施設について 

（３）ウイロード自転車駐車場について 

平成 18 年 3 月 29 日 

（第 10 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）放置自転車休日撤去試行について 

（３）平成 19年度新規駐輪場開設について 

・ウイロード自転車駐車場開設 

・巣鴨駅北口路上自転車駐車場開設 

（４）レンタサイクル事業検証 

平成 20 年 2 月 12 日 

（第 11 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）放置自転車休日撤去試行実施について 

（３）平成 19年度駐輪場開設状況について 

・要町駅路上自転車駐車場開設 

・千川駅路上自転車駐車場開設 

（４）平成 20年度駐輪場整備計画について 

（５）レンタサイクル事業アンケート結果について 

平成 20 年 9 月 10 日 

（第 12 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）放置自転車休日撤去実施について 

（３）平成 20年駐輪場整備状況報告 

・池袋六ツ又交差点登録制自転車置場開設 

・池袋大橋下登録制自転車置場開設 

・千登世橋自転車駐車場開設 

・雑司が谷駅登録制自転車置場 

・椎名町北口登録制自転車置場 

（４）平成 21年度駐輪場整備計画について 

（５）レンタサイクル事業休止報告 

平成 21 年 2 月 18 日 

（第 13 回） 

（１） 総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２） 平成 20 年度駐輪場整備状況報告 

・池袋北口第二自転車駐車場開設 

（３） 平成 21 年度駐輪場整備計画について 

平成 21 年 9 月 16 日 

（第 14 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）平成 21年度駐輪場整備状況報告 

・大塚駅周辺自転車駐車場開設 

・雑司が谷登録制自転車置場開設 

（３）自転車保管所の集約化について 
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（４）自転車利用実態調査実施について 

平成 22 年 2 月 15 日 

（第 15 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）平成 21年度駐輪場整備状況報告 

・大塚駅北口路上自転車駐車場開設 

・巣鴨駅ビル開発に伴う駐輪場開設 

・サンシャインシティ周辺民間駐輪場開設 

（３）平成 22年度駐輪場整備計画について 

（４）自転車利用実態調査実施報告 

（５）総合計画中間見直しについて 

平成 22 年 7 月 29 日 

（第 16 回） 

（１）総合計画に基づく施策への取組みについて 

（２）平成 22年度駐輪場整備状況報告 

・要町駅路上自転車駐車場開設 

（３）撤去自転車保管期限短縮について 

（４）総合計画中間見直しについて 

（５）自転車利用者アンケート実施について 

平成 22 年 11 月 19 日 

（第 17 回） 

（１）総合計画中間見直し（素案）について 

（２）自転車利用者アンケート実施結果について 

（３）平成 22年度駐輪場整備状況報告 

・池袋六ツ又陸橋自転車駐車場開設 

平成 22 年 12 月 20 日 

（第 18 回） 

（１）総合計画中間見直し（案）について 

 

平成 23 年 3 月 28 日 

（第 19 回） 

（１）総合計画中間見直しについて 

（２）平成 22年度駐輪場整備状況報告 

・椎名橋自転車駐車場開設 
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 【自転車等駐車対策協議会 開催経緯】（第一次総合計画中間見直し後） 
会議名 開催月日 主な検討内容 

協議会 

（全体会） 

平成 23 年 7 月 29 日 

（第 20 回） 

（１）平成 23年度の主な事業について 

・総合計画に基づく施策への取組み 

・池袋駅西口周辺放置禁止区域の拡充 

・震災被災地への自転車供与 

・池袋駅東口駅前公園横自転車駐車場 

（仮称）概要 

・大塚駅南口周辺自転車駐車施設整備事業概要 

（２）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

平成 24 年 2 月 6 日 

（第 21 回） 

（１）平成 23年度の主な事業の進捗について（報告） 

・総合計画に基づく施策への取組み 

・北池袋地区自転車保管所の集約 

・南池袋公園内自転車置場（仮称）概要 

・目白駅周辺放置禁止区域の拡大 

 ・震災被災自治体への自転車供与状況 

・南池袋自転車駐車場施設概要 

（２）「豊島区自転車の安全利用に関する条例（仮称）」の 

素案について 

（３）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

平成 24 年 8 月 30 日 

（第 22 回） 

（１）平成 24年度の主な事業について 

・総合計画に基づく施策への取組み 

・巣鴨駅北口白山通り自転車駐車場の増設につい 

 て 

・東池袋駅登録制自転車置場の一部移転について 

・新大塚駅周辺の駐輪施設整備方針について 

（２）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

平成 25 年 1 月 30 日 

（第 23 回） 

（１）平成 24年度の主な事業について 

（２）新大塚駅周辺自転車駐車場整備について 

（３）雑司が谷周辺駐輪施設統合について 

（４）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

平成 25 年 7 月 31 日 

（第 24 回） 

（１）平成 25年度の主な事業について 

・総合計画に基づく施策への取組み 

・南池袋地区周辺駐輪施設等整備概要 

・大塚駅南口周辺駐輪施設整備概要 

・巣鴨駅第三自転車駐車場整備概要 

・椎名町駅周辺自転車等放置禁止区域の拡大検討 
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（２）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

（３）都条例の施行に伴う自転車の安全・適正利用につい

て 

平成 26 年 2 月 5 日 

（第 25 回） 

（１）平成 25年度の主な事業について 

・総合計画に基づく施策への取組み 

・メトロポリタン駐車場東側用地の活用 

・池袋駅南自転車駐車場の整備概要 

・大塚駅南口駅前広場地下部分の活用 

（２）附置義務駐輪場制度の見直しについて 

（３）「第二次総合計画」策定に向けた今後の協議会運営 

について 

平成 26 年 8 月 28 日 

（第 26 回） 

（１）平成 26年度の主な事業について 

・CATV を活用した啓発 

・安全安心メールによる交通事故情報配信 

・地図サービス事業者への情報提供 

（２）「第二次総合計画」策定について 

平成 27 年 2 月 5 日 

（第 27 回） 

（１）平成 26年度の主な事業について 

（２）自転車利用に関する意識調査結果について 

（３）「第二次総合計画」策定について 

平成 27 年 9 月 4 日 

（第 28 回） 

（１）平成 27年度の主な事業について 

（２）「第二次総合計画」策定について（素案協議） 

平成 27 年 11 月 10 日 

（第 29 回） 

（１）豊島区立自転車駐車場条例の改正について 

（２）「第二次総合計画」策定について（案協議） 

平成 28 年 2 月 9 日 

（第 30 回） 

（１）「第二次総合計画」（案）の修正について 

（２）「第二次総合計画」（案）のパブリックコメント実施 

結果について 

（３）「第二次総合計画」（案）における新たな施策の今後 

の展望について 
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 【自転車等駐車対策協議会 開催経緯】（第二次総合計画策定後） 
会議名 開催月日 主な検討内容 

協議会 

（全体会） 

 

平成 28 年 3 月 28 日 

（第 31 回） 

（１）「第二次総合計画」（案）の答申について 

（２）自動二輪・原付・自転車等の台数について 

（３）自転車施設の整備について 

平成 28 年 11 月 1 日 

（第 32 回） 

（１）総合計画における新たな施策の進捗状況について 

（２）自転車走行空間整備について 

（３）分科会の設置について 

（４）施設の新設、廃止、拡大について 

平成 29 年 6 月 8 日 

（第 33 回） 

（１）総合計画における新たな施策の進捗状況について 

（２）自転車走行空間計画の立案まで 

（３）施設の改修計画について 

平成 29 年 7 月 25 日 

（第 34 回） 

（１）自転車走行空間計画について 

平成 29 年 11 月 10 日 

（第 35 回） 

（１）自転車走行環境計画について 

平成 30 年 1 月 17 日 

（第 36 回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画（案）について 

平成 30 年 5 月 10 日 

（第 37 回） 

（１）自転車走行環境計画について 

（２）30 年度事業計画について 

平成 30 年 11 月 21 日 

（第 38 回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画等について 

令和元年 5月 28 日 

（第 39 回） 

（１）令和元年度事業計画 

（２）豊島区自転車走行環境計画等について 

令和元年 12 月 18 日 

（第 40 回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画等について 

令和 2年 12 月 17 日 

（第 41 回） 

（１）委員の委嘱について 

（２）会長、副会長選任について 

（３）豊島区放置自転車対策の現状について 

（４）主な交通安全啓発活動について 

（５）自転車ナビライン整備路線図について 

（６）第二次豊島区自転車等の利用と駐車に関する総合 

計画の見直しについて 

令和 3年 6月 29 日 

（第 42 回） 

（１）豊島区放置自転車対策の現状について 

（２）主な交通安全啓発活動について 

（３）自転車ナビライン整備路線図について 
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（４）第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合 

計画（案）について 

令和 3年 12 月 22 日 

（第 43 回） 

（１）自転車ナビライン整備路線図について 

（２）第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合 

計画（案）について 

 

会議名 開催月日 主な検討内容 

分科会 平成 29 年 9 月 5 日 

（第 1回） 

（１）自転車走行空間計画について 

 

 平成 29 年 10 月 30 日 

（第 2回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画について 

 平成 29 年 12 月 11 日 

（第 3回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画（素案）について 

 平成 30 年 3 月 20 日 

（第 4回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画（案）について 
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 【自転車等駐車対策協議会 開催経緯】（第二次総合計画中間見直し後） 
会議名 開催月日 主な検討内容 

協議会 

（全体会） 

 

令和 4年 12 月 23 日 

（第 44 回） 

（１）豊島区自転車等駐車対策協議会委員の委嘱につい 

   て 

（２）会長副会長の選任について 

（３）豊島区放置自転車対策の現状について 

（４）主な交通安全啓発活動について 

（５）自転車ナビライン整備路線図について 

（６）豊島区自転車走行環境計画-改訂版-について 

令和 7年 2月 7日 

（第 45 回） 

（１）委員の委嘱について 

（２）会長、副会長選任について 

（３）諮問（総合計画策定について） 

（４）第二次総合計画の振り返りについて 

令和 7年 7月 18 日 

（第 46 回） 

（１）駐輪実態調査の実施について 

令和 7年 11 月 13 日 

（第 47 回） 

（１）第三次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合 

計画（素案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

 
会議名 開催月日 主な検討内容 

分科会 令和 5年 3月 13 日 

（第 5回） 

（１）豊島区自転車走行環境計画の改定について 

 

 令和 7年 10 月 1 日 

（第 1分科会） 

（１）とめる（駐輪対策）について 

 令和 7年 10 月 1 日 

（第 2分科会） 

（１）まもる（自転車の安全利用）について 

（２）はしる（自転車走行空間・シェアサイクル）につ 

いて 
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